
 

議案第８３号説明資料 

丹波篠山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ 

いて 

 

１ 改正の趣旨 

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険

法等の一部を改正する法律（令和５年法律第３１号）」が令和５年５月

１９日に、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための

健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備

に関する政令（令和５年政令第２４３号）」が令和５年７月２０日にそ

れぞれ公布されました。 

今回、既に被用者保険で実施されている産前産後休業期間中の保険料

免除と同様に、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、

国保制度において出産する被保険者に係る産前産後の期間相当分（単胎

妊娠は４か月間。多胎妊娠は６か月間）の均等割保険税及び所得割保険

税を免除することとされたことから、関係部分について丹波篠山市国民

健康保険税条例（以下「国保税条例」といいます。）の改正をするもの

です。 

なお、産前産後期間の保険料（税）軽減措置の取扱いに関し、厚生労

働省保険局国民健康保険課より令和５年１１月２８日付けで通知があっ

たことにより、提案するものです。 

 

２ 改正の概要 

新 設   

第２２条

第３項 

出産被保険

者の国民健

康保険税の

免除につい

て規定 

出産被保険者の産前産後期間に係る所得

割額と均等割額を免除します。 

免除期間は、単胎妊娠の場合４か月間

（産前１か月＋産後３か月）、多胎妊娠の

場合６か月間（産前３か月＋産後３か月）

とします。 

○所得割額 

国保税条例第３条、第６条、第８条の規

定により算定した所得割額の１/１２の額

に免除期間を乗じた金額を免除します。 



 

○被保険者均等割額 

国保税条例第４条、第７条、第９条の規

定により算定した被保険者均等割額の１/

１２の額に免除期間を乗じた金額を免除し

ます。 

軽減世帯については、７割軽減・５割軽

減・２割軽減後の被保険者均等割額の１/

１２の額に、免除期間を乗じた金額を免除

します。 

第２２条

の５ 

出産被保険

者に係る国

保税免除に

係る届出に

ついて規定 

産前産後期間の免除を受けるためには、

原則として世帯主が届け出ます。市は、母

子健康手帳などで事実を確認します。 

出産後に世帯主からの届出がない場合、

市が出生届などで必要な事実を確認できた

ときは、届出を免除することができます。 

出産予定日の６か月前から届出可能で

す。 

免除措置の「出産」とは、妊娠８５日以上の分娩をいい、死産、流

産（人工妊娠中絶を含みます。）及び早産の場合も対象となります。 

・財源措置    国 １／２  県 １／４  市１／４ 

 

３ 施行期日    令和６年１月１日  

 



議案第８４号説明資料 

    

令和５年度 丹波篠山市一般会計補正予算（第１２号）説明資料 

（価格高騰対策における低所得世帯追加支援事業について） 

 

 

１ 事業概要 

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計

への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯）に対し、１世帯あたり

７万円を追加支給します。 

 

 給付対象・・・４，7００世帯（見込み） 

 基準日（令和５年１２月１日）において、住民税非課税者のみで構成

される世帯 

  

２ 補正額 

 ３３６，５９４千円（※財源 国庫１０/１０） 

  内訳：支援給付金 ３２９，０００千円（７万円×４，７００世帯） 

     支援給付金事務費 ７，５９４千円 

（システム導入費、郵便料など） 

  

３ その他 

 

 

 令和５年国の総合経済対策において、低所得者への支援として令和５年

度分の住民税非課税世帯に対し、１世帯あたり７万円を追加支給する補正

予算が可決され成立しました。 

 支給時期については、１月中に支給が開始できるよう早急に準備を進め

ます。 

 支給方法等の詳細が決まり次第、ホームページなどでお知らせします。 

 

４ 担当課 

 保健福祉部社会福祉課、長寿福祉課 

 


